




２ ０ ５ ０ 年「 ゼロカ ーボンシティ 特別区」  

の実現に向けた特別区長会共同宣言 

 

 

地球温暖化に伴う 気候変動により 、 世界各地で異常気象と 大規模

な自然災害が急増し 、 東京においても 台風や豪雨によ る大規模水害

や熱中症による死亡者の増加などの危機に直面し ている。  

地球温暖化の原因と なる温室効果ガスを 排出し ない脱炭素社会の

実現は、人類共通の課題であると と も に、全ての地域が責任をも っ て

待っ たな し で 取り 組ま な ければな ら ない課題で も ある 。我が国も  

２ ０ ３ ０ 年までに温室効果ガスを ２ ０ １ ３ 年度比で４ ６ ％削減し 、

２ ０ ５ ０ 年にはカーボンニュ ート ラルを達成するこ と を目標に掲げた。 

こ のよう な中で、人口と 社会資本が集中し 、エネルギーと 資源が大

量消費さ れる東京において、特別区が、基礎自治体と し ての役割を果

たし 、温室効果ガスの排出削減の取組を加速さ せるこ と は、世界の脱

炭素化を牽引する上で極めて重要な使命である。  

特別区長会は、 各区が地域特性に応じ た地球温暖化対策を 実施す

るこ と に加え、特別区が連携し 、相乗効果を最大限に引き出すこ と で、

２ ０ ５ ０ 年までに温室効果ガスの排出量が実質ゼロと なる「 ゼロカ

ーボンシティ 特別区」 の実現を目指し 、 取組を加速さ せる。  

さ ら に、 特別区長会は、 区民、 団体、 事業者、 金融機関、 教育機関

など多様な主体と 連携し て、環境、経済、社会の課題を同時に解決し

つつ、 世代を 超えて幸福に生き る活力にあふれた持続可能な特別区

の構築に向け、「 ゼロカ ーボンシティ 特別区」 の実現を目指すこ と を

宣言する。  

 

 

２ ０ ２ ３ 年１ ０ 月１ ６ 日 特別区長会 



気候変動対策の推進組織の新設について

　

特別区環境主管部⻑会

特別区環境・
公害主管課⻑

会

特別区温暖化対策係⻑会

＜特別区気候変動対策推進組織（新設）＞

以下の４分野を中心に23区の連携施策を検討し、実施する。
１ 再⽣可能エネルギー電⼒の利⽤
２ 中小企業の脱炭素化の支援
３ 建物・住宅のZEB/ZEH普及の推進
４ CO2吸収量の確保・効果の把握

特別区副区⻑会

下命・承認 報 告

設置・指示 報 告

調 整

調 査 回 答



１ 再生可能エネルギー電力利用の推進

• 再生可能エネルギー電力の利用推進に当たっては、まず各区が率先して導入する必要があるが、コスト増の課題がある。
• そこで、各区が個別に再エネ電力の調達を行うのではなく、23区が共同購入の仕組みを活用することで、各区における

電気事業者との調整コスト削減できるとともに、リバースオークションの仕組みを活用することで、再エネ電気をより安
価に調達することができる。

〜連携の概要〜

実施事業者
23区

※23区が連携して事業
に参加することで、再エネ
電気の価格を抑える

電⼒会社

参加

再エネ価格の提示

オークション
（入札）

再エネ電気
購入契約

図表 連携方策のイメージ 図表 連携方策の効果

■CO₂削減
23区の本庁舎の延床面積の平均値は35,691㎡
であるが、この規模の１施設当たりの電気使
用量を380万kWh と仮定すると、再エネ100％
電気に切り替えることで、約1,645t-CO₂の削
減効果（一般家庭における年間CO₂排出量約
571世帯分）が見込める。

■電気料金・調達コスト削減
各区が個別に再生エネ電気の調達を行うので
はなく、23区が共同購入の仕組みを活用する
ことで、調達コストと電力料金の削減が見込
める。

8出所・引用元：令和４年度調査研究報告書 「ゼロカーボンシティ特別区」に向けた取組みについて



２ 中小企業の脱炭素化の支援

• 中小企業への脱炭素化の支援として、各区とも設備改修等の補助制度は充実してきている。今後は中小企業の脱炭素への
関心を高め、行動変容を促す取組が重要であるが、区は中小企業との接点が少なく、区の情報が届きにくい面がある。

• そこで、中小企業の身近な存在であり、また脱炭素の支援ノウハウをもつ金融機関と連携することで、中小企業の脱炭素
の取組を加速させる。

図表 連携方策のイメージ 図表 連携方策の効果

■特別区
• より積極的に区内中小企業の脱炭素化を支
援することができ、地球温暖化対策実行計
画（区域施策編）の目標達成に貢献

• 中小企業のマインドを高め、地域経済の活
性化に寄与

■中小企業
• 脱炭素の取組みを自ら実行し、新たなビジ
ネスチャンスを広げ、企業競争力を強化

■金融機関等
• 新たな顧客の獲得や新たなビジネス機会の
創出

特別区⻑会

⾦融機関
（メガバンク）

中小企業
連携協定

各区の中小企業支援

 温室効果ガスの排出
量算定

 削減計画の策定・コ
ンサルティング

 削減策等の評価シンクタンク
ファイナンス会社
その他支援企業
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〜連携の概要〜

出所・引用元：令和４年度調査研究報告書 「ゼロカーボンシティ特別区」に向けた取組みについて



３ 建物・住宅のZEB/ZEH普及の推進

• 区有施設のZEB化については、各区十分な知見やノウハウが蓄積されておらず、ZEB化推進の妨げとなっている。
• そこで、既存の営繕課⻑会や環境課⻑会等の会議体を有効活用し、23区でZEB・ZEHに関する知見やノウハウの情報共有

や職員の人材育成を図り、効率的に建物・住宅のZEB・ZEH普及の推進を図る。また、23区として積極的にZEB・ZEHを
推進することで区内事業者の経験値や技術向上につなげていく。

図表 連携方策のイメージ 図表 連携方策の効果

■区有施設のZEB化の事例共有
先行事例をもとに取組みの工夫や留意点等が
共有され、各区におけるZEB化の検討が進む
ことで、23区全体のZEB化の推進に寄与

■職員の知識向上に向けた人材育成
担当者のZEB化に関する知識が向上するとと
もに、定期的に知識習得の機会があることで
知識レベルを一定に保つことができる

■⺠間施設等のZEB・ZEHの普及に向けた情報
共有
区内の工務店や設計事務所のZEB・ZEHに関す
る経験値や技術を向上、事業者の育成に貢献

区有施設のZEB化の推進 ⺠間のZEB・ZEH
の普及

区有施設のZEB化の
事例共有

職員の知識向上に向
けた人材育成

⺠間施設等のZEB・
ZEHの普及

に向けた情報共有

• ZEB化の事例共有
• ZEBリーディング・オー
ナー登録制度の活⽤

• ZEB化に関する課題
等の定期的な把握

• 特別区研修所の既
存専門研修の活⽤

• 定期的な勉強会の
実施

• 職員主導の勉強会
や情報共有の仕組み
づくり

• ZEB・ZEHに関する
情報共有

• 設計者や工務店への
意識啓発

• 区⺠や事業者への
ZEB・ZEHの普及活
動
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〜連携の概要〜

出所・引用元：令和４年度調査研究報告書 「ゼロカーボンシティ特別区」に向けた取組みについて



４ CO2吸収量の確保・効果の把握

• 特別区がCO2吸収量を確保するには、森林を有する自治体と連携して、森林整備に取り組む必要があるが、連携自治体の
確保や職員の事務負担増など課題がある。

• そこで、森林環境譲与税を活用し、23区が連携して森林整備に取り組むことで、効率的に連携自治体を探すことができ
るほか、まとまった面積の森林整備を進めることができ、CO2吸収量の確保を加速させることができる。

図表 連携方策のイメージ 図表 連携方策の効果

■23区
地域循環共生圏の考え方を踏まえ、
特別区が地方の森林整備を支援す
ることでカーボン・オフセットし、
ゼロカーボンシティ特別区の実現
に寄与

■連携先自治体
森林整備の担い手の減少や高齢化
による森林荒廃を防ぐとともに、
土砂災害等の防災・減災に寄与

既存の地域連携の仕
組みの活用

東京都多摩地域
との連携

被災地への
復興支援

• 各自治体がこれまで培って
きた地域連携の取組を
ベースに「環境」の視点を
加味し、森林整備等の取
組を推進する。

• 都内13自治体が連携し
て取り組んでいる「多摩の
森」活性化プロジェクトに
参画し、都内の森林整備
を推進する。

• 被災地の復興支援の取
組として、23区が被災自
治体と連携協定を締結し、
被災自治体の森林整備
を推進する。
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〜連携の概要〜

出所・引用元：令和４年度調査研究報告書 「ゼロカーボンシティ特別区」に向けた取組みについて



 

特別区長会と株式会社     との「ゼロカーボンシティ特別区」の実現に向けた  
連携に関する協定書  

 
 

特別区長会（以下「甲」という。）と株式会社     （以下「乙」という。）とは、

相互に連携し、「ゼロカーボンシティ特別区」の実現を図るため、以下のとおり、連携協定

（以下「本協定」という。）を締結する。  
 
第１条（目的）  

本協定は、甲及び乙が、相互に連携して、中小企業の脱炭素化への支援を効果的に進め

ること等により、「ゼロカーボンシティ特別区」の実現を図ることを目的とする。  
 
第２条（連携事項）  
１ 甲及び乙は、前条の目的を達成するために、気候変動対策に関すること等、「ゼロカー

ボンシティ特別区」の実現に関し、協議のうえ、双方が合意した事項に連携して取り組

むものとする。  
２ 甲及び乙は、前項に定める事項を効果的に実施・促進するための具体的な取組、方法

に関し、協議のうえ、双方が合意した内容により取り組むものとする。この場合におい

て、甲及び乙は、各区の地域実情を踏まえ、当該地域に根差した事業者との連携も考慮

するものとする。 
３ 乙は、第１項に定める事項についての取組の一部を、乙の関係会社に実施させること

ができる。  
４ 第１項に定める事項については、甲と乙が自らの責任において誠実に遂行するものと

し、この限りにおいて、相手側からの情報等に不正確な点や誤り等があった場合におい

ても、互いに損害賠償を求めることはできない。ただし、甲又は乙に故意・重過失が認

められる場合は、この限りでない。  
 
第３条（秘密保持）  
１ 甲及び乙（乙の関係会社を含む。）は、本協定に基づく連携により相手方から受領した

情報について、第１条に定める目的の範囲内でのみ使用するものとし、相手方の書面に

よる事前の承諾なく第三者に開示または漏洩してはならない。ただし、次に掲げる情報

を除く。  
（１） 相手方から受領したときに既に公知となっていたもの、又は相手方から受領後、

自らの故意若しくは過失によらずして公知となったもの 
（２） 相手方から受領したときに既に保有していたもの、又は相手方から受領後にその

情報を開示する正当な権限を有する第三者から入手したもの  
（３） 法令により開示を求められたもの  
２ 甲及び乙は、本協定が、第４条又は第５条の規定により効力を失った後も、前項によ

る秘密保持の義務を負う。  
 



 

第４条（有効期間）  
本協定の有効期間は、協定締結の日から１年間とする。ただし、有効期間満了の前月末

日までに、甲及び乙のいずれかから本協定を更新しない旨の通知があった場合を除き、本

協定は１年間更新され、その後も同様とする。 
 
第５条（解約）  

甲又は乙のいずれかが本協定の解約を希望する場合は、解約予定日の１か月前までに、

書面をもって相手方に通知することで、本協定を解約することができる。  
 
第６条（協議）  
１ 本協定に定めない事項および本協定の解釈または履行につき疑義を生じた場合は、甲

及び乙にて誠意をもって協議のうえ、これを取り決めるものとする。 
２ 甲又は乙のいずれかが本協定の内容について変更を申し出たときは、その都度甲乙協

議のうえ、変更を行うものとする。  
 
 
 

本協定の証として本書２通を作成し、甲及び乙が署名のうえ、各自１通を保有する。  
 
 

２０２３年１０月１６日 
 
 

甲：   
 

 
 
                                          

 
乙：  

 
 
                                          

 



特別区⻑会

⾦融機関
（メガバンク）

中

小

企

業

◆ 温室効果ガスの排出量算定

◆ 削減計画の策定・コンサルティング

国・都・区等の支援策の紹介

建物の改修・設備の導入

ファイナンス＆リース

再生可能エネルギーの導入
電気⾃動⾞（EV）等の導入

カーボンオフセット
新たなビジネスの紹介

◆ 削減策等の評価

● ⾦融機関と連携することにより、中⼩企業における温室効果ガス排出量の算定、排出量の削減策の
提案、削減策を実施することによる効果の評価など脱炭素化に向けた支援を⾏う

・シンクタンク
・ファイナンス会社
・脱炭素支援企業等

CO2排出量算定・削減

デジタルソリューション
ビジネスマッチング

・その他支援企業

地域⾦融機関等
（信⽤⾦庫など）

協⼒

連携協定

金融機関との連携による中小企業の脱炭素化への支援〜連携のイメージ〜
連携の目的

各区による中⼩企業の脱炭素化への支援


